
告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
定
し
た
次
の
救
急
病
院
の
開
設
者
は
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
を
撤
回
し
た
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

医
療
法
人
保
科
病
院

郡
山
市
細
沼
町
一
二
│
二

(

地
域
医
療
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

計
量
法(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

伊
達
郡
川
俣
町

非
自
動
は
か
り(

計
量
法

八
月
三
一
日

川
俣
町
中
央
公
民

(

山
木
屋
を
除

施
行
令(

平
成
五
年
政
令

午
後
一
時
か
ら

館

く
。)

第
三
二
九
号)

第
五
条
第

午
後
三
時
三
○
分
ま
で

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

東
白
川
郡
矢
祭

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

九
月
一
日

矢
祭
町
山
村
開
発

町

じ
。)

、
分
銅
及
び
お
も

午
後
一
時
三
○
分
か
ら

セ
ン
タ
ー

り

午
後
三
時
三
○
分
ま
で

九
月
二
日

同

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

午
前
一
一
時
三
○
分
ま

で

同

郡
鮫
川

九
月
六
日

鮫
川
村
公
民
館

村

午
後
一
時
三
○
分
か
ら

午
後
三
時
三
○
分
ま
で

同

郡
塙
町

九
月
七
日

塙
町
公
民
館

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

午
後
三
時
三
○
分
ま
で

同

郡
棚
倉

九
月
八
日

棚
倉
町
役
場

町

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

午
後
三
時
三
○
分
ま
で

九
月
九
日

同

午
前
九
時
三
○
分
か
ら

午
前
一
一
時
三
○
分
ま

で

右
に
掲
げ
る
町

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

九
月
一
二
日
か
ら
一
○
月

福
島
県
計
量
検
定

村

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

七
日
ま
で(

土
曜
日
、
日

所

も
の

曜
日
、
九
月
一
九
日
及
び
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第

一
項
の
申
出
を
撤
回
し
た
件

二
七
三

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

二
七
三

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め

た
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

二
七
四

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
件

二
七
四

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
七
四

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
七
四

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

認
可
し
た
件

二
七
五

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
七
五

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す

る
件

二
七
五

○
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

二
七
六

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指

定
し
た
件

二
七
六



一
般
国
道
一
一
五
号

路

線

名

県
道
い
わ

き
上
三
坂

小
野
線

路
線
名

石
川
郡
古
殿
町
大
字
大
久

田
字
高
房
五
一
番
三
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
大
久

田
字
高
房
五
〇
番
二
地
先

ま
で 区

間

相
馬
市
粟
津
字
粟
津
二
四
番
一
地
先
か
ら

同

市
山
上
字
山
岸
一
一
〇
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

九
・
〇
〜

二
四
・
〇

四
・
五
〜

二
一
・
八

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
三
年
七
月

二
九
日

供
用
開
始
の
期
日

二
九
一
・
七

二
九
一
・
七

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

同
月
二
三
日
を
除
く
。)

午
前
一
〇
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則(

平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

伊
達
郡
川
俣
町(

山
木

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
二

屋
を
除
く
。)

、
東
白

二
日
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜

川
郡
棚
倉
町
、
同
郡
矢

日
、
一
一
月
三
日
及
び
同
月

祭
町
、
同
郡
塙
町
及
び

二
三
日
を
除
く
。)

同
郡
鮫
川
村

(

計
量
検
定
所)

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
号

地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件(

平
成
二
十
三
年
福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

表
南
会
津
郡
南
会
津
町
の
項
中｢

高
野
第
四｣

を｢

高
野
第
四

鹿
毛
沢｣
に
改
め
る
。

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

伊
達
市
月
舘
町
月
舘
字
梶
内
四
二
の
二
、
字
梶
内
山
一
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

一�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
伊
達
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
伊
達
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

森
林
保
全
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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公

告

特
殊
肥
料

の
指
定
名

た
い
肥

た
い
肥

特
殊
肥
料

の
指
定
名

生
産
業
者
､

輸
入
業
者
又

は
販
売
業
者

石
井
仙
一

有
限
会
社
上

野
牧
場

生
産
業
者
､

輸
入
業
者
又

は
販
売
業
者

届
出
名

(及
び
商
品
名
)

堆
肥

有
機
み
ち
こ

届
出
名

(及
び
商
品
名
)

TN
(％
)

検
査
の
結
果

1.0

1.7

TN
(％
)

検
査
の
結
果

TP
(％
)

2.0

2.8

TP
(％
)

TK
(％
)

2.2

3.1

TK
(％
)

TC
u

(㎎
/

㎏
) 12 25

TC
u

(㎎
/

㎏
)

TZn
(㎎
/

㎏
) 85

125

TZn
(㎎
/

㎏
)

TCaO
(％
)

0.8

1.5

TCaO
(％
)

Ｃ
/Ｎ

15.6

13.4

Ｃ
/Ｎ

水
分
(％
)

57.7

37.5

水
分
(％
)

備
考

備
考

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

本
宮
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

本
宮
都
市
計
画
下
水
道
事
業(

本
宮
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
五
十
二
年
二
月
二
十
二
日

四

事
業
施
行
期
間

(

変
更
前)

昭
和
五
十
二
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

(

変
更
後)
昭
和
五
十
二
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件(

平
成
十
八
年
福

島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号)

の
事
業
地
に
本
宮
市
荒
井
字
八
合
田
の
全

区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
に
本
宮
市
本
宮
字
葭
ヶ
入
、
高
木
字
平
内
及
び
字
大
学
並
び

に
荒
井
字
西
原
及
び
字
青
田
原
の
各
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
本
宮
市
荒
井
字
新
介
、
字
百
目
木
及
び
字
前
田
、
関

下
字
神
座
並
び
に
岩
根
字
向
原
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
本
宮
市
岩
根
字
下
土
渕
の
全
区
域
を
削
除
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し
。

(

下
水
道
課)

公
告
第
１
３
２
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
県
庁
舎
等
清
掃
業
務
の
委
託
に
つ
い

て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び

福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

)
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
｡
平
成
23年
７
月
29日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

県
庁
舎
等
清
掃
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
総
務
部
文
書
管
財
総
室
施
設
管
理
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
23年
６
月
23日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

キ
ョ
ウ
ワ
プ
ロ
テ
ッ
ク
株
式
会
社
福
島
県
福
島
市
五
月
町
３
番
20号

５
落
札
金
額

13,986,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
23年
５
月
13日

(施
設
管
理
課
)

公
告
第
百
三
十
三
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
三
年
五
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で
の
間
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

平
成
23年
５
月
分

(特
殊
肥
料
)

平
成
23年
６
月
分

(特
殊
肥
料
)
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た
い
肥

た
い
肥

特
殊
肥
料

の
指
定
名福

島
県
選
挙
管
理
委
員
会

斎
藤
喜
一
郎

橋
本
芳
英

生
産
業
者
､

輸
入
業
者
又

は
販
売
業
者

牛
糞
堆
肥

牛
の
堆
肥

届
出
名

(及
び
商
品
名
)

0.8

0.7

TN
(％
)

検
査
の
結
果

1.4

0.7

TP
(％
)

1.4

1.5

TK
(％
)

7 9

TC
u

(㎎
/

㎏
)

47 44

TZn
(㎎
/

㎏
)

0.4

0.9

TCaO
(％
)

20.7

20.4

Ｃ
/Ｎ

60.2

58.1

水
分
(％
)

備
考

注
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

TN
－
窒
素
全
量
､
TP－

り
ん
酸
全
量
､
TK
－
加
里
全
量
､
TC
u－
銅
全
量
､
TZn－

亜
鉛
全

量
､
TC
aO
－
石
灰
全
量
､
C
/N
－
炭
素
窒
素
比
､
水
分
－
水
分
含
有
量
(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

公
告
第
百
三
十
四
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
若
松
市
か

ら
会
津
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調

査
課

(
都
市
計
画
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
第
二

号(

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号)

第
六
条
、
漁
業
法

施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号)

第
九
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
若
し
く
は
第
百
八
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
二

十
三
年
七
月
十
二
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

ハ
ー
モ
ニ
ー
あ
い
づ

会
津
若
松
市
一
箕
町
松
長
五
丁
目
一
一
番
三
一
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